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介護保険事業                         別紙①  

 

「 訪問介護 」金額表  

 

※自己負担分は１割・２割又は３割となります。  

 

◎訪問介護費  

 イ 身体介護 

身体介護 請求額 保険分 自己負担分  

20 分未満 １，７９０円 １，６１１円 １７９円 

20 分以上 30 分未満 ２，６８０円 ２,４１２円  ２６８円 

30 分以上 1 時間未満  ４，２６０円 ３，８３４円 ４２６円 

1 時間以上 1 時間 30 分未

満 
６，２４０円 ５，６１６円 ６２４円 

    

※  20分未満の算定条件として、身体介護が中心であること。  

※  日中に行なわれる場合で、要件に該当する方。（要件については、

その都度、確認するものとする。）  

 

 

 ロ 生活援助 

生活援助 請求額 保険分 自己負担分  

20 分以上 45 分未満 １，９７０円 １，７７３円 １９７円 

45 分以上 ２，４２０円 ２，１７８円 ２４２円 

 

 

 ハ 身体介護＋生活援助 

身体１生活１ 請求額 保険分 自己負担分  

50 分～60 分 ３，４００円 
３，０６０

円 
３４０円 

 ※必要に応じて、時間延長は可能です。  
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 ニ 通院等乗降介助が中心である場合（１回につき）  

利用料金  保険分 自己負担分  

１，０１０円 ９０９円 １０１円 

 

＜その他留意事項＞  

（１）「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために

国で定められた標準的な所要時間です。  

（２）上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間で

はなく、事業のサービス計画に基づき決定されたサービス内容を

行うために標準的に必要となる時間に基づいて事業のサービス給

付費体系により計算されます。  

（３）平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサー

ビスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算され

ます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介

護保険の対象となります。  

・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

・早朝（午前６時から午前  ８時まで）：２５％          

・深夜（午後１０時から午前６時まで）：５０％  

（４）２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、

ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の２倍の料金をいただ

きます。  

  ＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例）  

  ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合  

  ・暴力行為等が見られる方へサービスを行う場合  

 （５）指定訪問介護の提供において、次の基準に適合している場合、

加算を算定できるものとしています。  

   ①体制要件  

   ②人材要件  

   ③重度対応要件  

（一）特定事業所加算(Ⅰ)  

①②③の全てに適合する場合  所定の金額に１００

分の２０に相当する額の合算  

    （二）特定事業所加算（Ⅱ）  

①②に適合する場合  所定の金額に１００分の１０

に相当する額の合算  
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（三）特定事業所加算（Ⅲ）  

①③に適合する場合  所定の金額に１００分の１０

に相当する額の合算  

    （四）特定事業所加算（Ⅳ） 所定の金額に１００分の３に相

当する額の合算  

    （五）特定事業所加算（Ⅴ） 所定の金額に１００分の３に  

       相当する額の合算  

（６）その他加算について  

自己負担分は、１割・２割又は３割となります。  

①指定訪問介護では、サービス提供責任者がご利用者の緊急時に  

ケアマネージャーと連携を図り元々計画に無かったサービスで

ケアマネージャーが認めた労力 (身体介護 )を要した場合に以下

の加算を算定できるものとします。  

   緊急時訪問介護加算 １回につき１，０００円  

 

  ②新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、サービス提

供責任者が、初回若しくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護

を行った場合に以下の加算を算定できるものとします。  

初回加算  １回につき２，０００円  

③介護職員処遇改善加算として、算定要件に合致する場合に以下

の加算率の金額を利用料金に上乗せします。  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

所定単位数に２４．５％を乗じた単位数  

    

（７）ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利

用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認

定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険又は、介護給付か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画または介

護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなりま

す。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

（８）介護保険または介護予防からの給付額に変更があった場合、

変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。  


